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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被収容物を内部に収容可能であって一面に開口を有する略箱状の本体と、前記本体から
分離可能であって前記開口を塞いで前記本体と共に密閉空間を形成する蓋と、を備える収
容容器から前記蓋を取り外すことによって前記開口を開放して前記被収容物の挿脱を可能
とする、前記蓋の開閉システムであって、
　前記収容容器が載置される載置台と、
　前記載置台に隣接して前記開口と正対する矩形状の開口部と、
　前記蓋を保持可能であると共に前記開口部を閉止可能であり、前記蓋を保持して前記開
口部を開放することにより前記開口と前記開口部とを連通させるドアと、前記ドアが配置
される空間の上部に配置されて前記空間内に上方から下方に向かう気体の流れを発生する
ファンと、を有する前記蓋の開閉システムに用いられるパージ用パイプユニットであって
、
　前記開口部において前記載置台が配置される側とは反対側において、前記開口部におけ
る前記略矩形状の開口部の一辺である上辺の外側に配置されて前記上辺の対辺である下辺
に向かって不活性ガスを線状に放出可能なノズル開口を有するカーテンノズルと、
　前記開口部に関して前記載置台が配置される側と反対側において、前記開口部における
前記上辺及び前記両側辺各々の外側において前記開口部を構成する壁より突出するように
配置される上部板状体及び一対の側辺側板状体の接合体として前記開口部の下辺側に開口
するコの字形状を形成し、前記カーテンノズルを前記コの字形状の内側部分に収容するカ



(2) JP 4666183 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

バーと、を有することを特徴とするパージ用パイプユニット。
【請求項２】
　前記側辺側板状体各々の前記壁との接合部と反対側の端部に接続されて、前記コの字形
状内側に対して前記開口部の開口大きさを狭めない範囲で突き出す庇状の板状体、を更に
有することを特徴とする請求項１に記載のパージ用パイプユニット。
【請求項３】
　前記開口部に関して前記載置台が配置される側と反対側において、前記矩形状の開口部
の両側辺の外側であって、且つ前記コの字形状のカバーの内側部分に配置されて前記収容
容器の内部に向けて不活性ガスを放出可能な一対のパージノズル、を更に有し、
　前記パージノズルは前記カーテンノズルより前記壁に近い位置に配置されることを特徴
とする請求項１または２に記載のパージ用パイプユニット。
【請求項４】
　前記一対の側辺側板状体各々の前記壁からの突出方向が前記壁の垂線に対して傾斜を有
し、前記突出方向の延長線上において互いに収束することを特徴とする請求項１乃至３何
れか一項に記載のパージ用パイプユニット。
【請求項５】
　前記一対の側辺側板状体各々は、前記開口部における所定位置より前記不活性ガスの流
れの下流方向において各々が接近するように間隔が絞り込まれる領域を有することを特徴
とする請求項１乃至４いずれか一項に記載のパージ用パイプユニット。
【請求項６】
　前記カーテンノズルを内部に設けられた内部空間に収容し、前記カーテンノズルが前記
不活性ガスを放出するノズル開口と整列するカバー開口を有するノズルカバーを更に有し
、
　前記ノズルカバーは前記カーテンノズルに前記不活性ガスを供給するガス導入経路の一
部も収容し、前記ガス導入経路は前記ノズルカバー内部に前記不活性ガスを供給するため
の連通開口を有することを特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載のパージ用パイ
プユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体製造プロセス等において、ポッドと呼ばれる搬送容器に内部保持され
たウエハを半導体処理装置間にて移送する際に用いられる、所謂FIMS（Front-Opening In
terface Mechanical Standard）システムに関する。より詳細には、ウエハを収容する密
閉容器たる所謂FOUP（Front-Opening Unified Pod）と呼ばれるポッドが載置され、当該
ポッドの蓋を開閉して該ポッドに対するウエハの移載を行うFIMSシステムにおいて、該ポ
ッド内部の清浄化を行うパージ機構を有したFIMSシステム、即ち蓋開閉システムに用いら
れるパージ用パイプユニット関する。
【背景技術】
【０００２】
　以前、半導体製造プロセスは、半導体ウエハを取り扱う部屋内部を高清浄化したいわゆ
るクリーンルーム内において行われていた。しかしウエハサイズの大型化への対処とクリ
ーンルームの管理に要するコスト削減の観点から、近年では処理装置内部、ポッド（ウエ
ハの収容容器）、及び当該ポッドから処理装置への基板受け渡しを行う微小空間のみを高
清浄状態に保つ手法が採用されるに至っている。
【０００３】
　ポッドは、その内部に複数のウエハを平行且つ隔置した状態で保持可能な棚と、外面を
構成する一つの一面にウエハ出し入れに用いられる開口部とを有する略立方体形状を有す
る本体部と、その開口部を閉鎖する蓋とから構成される。この開口部の形成されている面
がポッドの底面ではなく一側面（微小空間に対して正対する面）に配置されたポッドは、
FOUP（front-opening unified pod）と総称され、本発明はこのFOUPを用いる構成を主た



(3) JP 4666183 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

る対象としている。
【０００４】
　上述した微小空間は、ポッド開口部と向かい合う第一の開口部と、第一の開口部を閉鎖
するドアと、半導体処理装置側に設けられた第二の開口部と、第一の開口部からポッド内
部に侵入してウエハを保持すると共に第二の開口部を通過して処理装置側にウエハを搬送
する移載ロボットとを有している。微小空間を形成する構成は、同時にドア正面にポッド
開口部が正対するようポッドを支持する載置台を有している。
【０００５】
　載置台上面には、ポッド下面に設けられた位置決め用の穴に嵌合してポッドの載置位置
を規定する位置決めピンと、ポッド下面に設けられた被クランプ部と係合してポッドを載
置台に対して固定するクランプユニットとが配置されている。通常、載置台はドア方向に
対して所定距離の前後移動が可能となっている。ポッド内のウエハを処理装置に移載する
際には、ポッドが載置された状態でポッドの蓋がドアと接触するまでポッドを移動させ、
接触後にドアによってポッド開口部からその蓋が取り除かれる。これら操作によって、ポ
ッド内部と処理装置内部とが微小空間を介して連通することとなり、以降ウエハの移載操
作が繰り返して行われる。この載置台、ドア、第一の開口部、ドアの開閉機構、第一の開
口部が構成された微小空間の一部を構成する壁等を含めて、FIMS（front-opening interf
ace mechanical standard）システムと総称される。
【０００６】
　ここで、通常、ウエハ等を収容した状態でのポッド内部は、高清浄に管理された乾燥窒
素等によって満たされており、汚染物質、酸化性のガス等のポッド内部への侵入を防止し
ている。しかし、ポッド内のウエハを各種処理装置に持ち込んで所定の処理を施す際には
、ポッド内部と処理装置内部とは常に連通した状態に維持されることとなる。移載ロボッ
トが配置される室の上部にはファン及びフィルタが配置され、当該室内部には、通常、パ
ーティクル等が管理された清浄空気が導入されている。しかし、このような空気がポッド
内部に侵入した場合、空気中の酸素或いは水分によってウエハ表面が酸化される恐れがあ
った。
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－１４５２４５号公報
【特許文献２】特開２００３－００７７９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　半導体素子の小型化・高性能化に伴って、従来はそれほど問題とならなかった、ポッド
内部に侵入した酸素等による酸化が留意され始めている。これら酸化性の気体は、ウエハ
表面或いはウエハ上に形成された各種層に極薄の酸化膜を形成する。このような酸化膜の
存在により、微細素子が所望の特性を確保できない可能性が出てきている。対策として、
酸素分圧等が制御されていない気体のポッド外部からポッド内部への侵入を抑制すること
が考えられる。具体的な方法として、特許文献１には、FIMSシステムにおけるポッド開口
部に隣接する領域に気体の供給ノズルと吸引ノズルとを設けてポッド開口部を略閉鎖する
気流膜を形成する構成が示されている。当該気流膜の形成により、外部気体のポッド内部
への侵入を防止している。
【０００９】
　半導体製造装置において、処理装置内部においては、エッチング工程等ウエハ上に形成
された各種配線等を汚染する気体を用いた工程が実施される場合がある。この場合、処理
装置内部からポッド内部への当該気体の侵入を抑制する方法が特許文献２に開示されてい
る。当該方法も、ファンを用いて、FIMSシステムにおけるポッド開口部正面に気流膜を形
成し、処理装置からポッド内部への気体の流入を防止している。当該方法は、当然ポッド
内部に対する酸素流入を抑制する上でも効果的と考えられる。
【００１０】
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　しかしながら、これら方法を実用化した場合、実際には、ポッド開口を開放した直後か
ら、ポッド内部での顕著な酸素分圧の増加が確認された。従って、上述の要求を満たす上
で、これら方法、構成には更なる改善を施す必要がある。本発明は、以上の背景に鑑み、
ポッド開放後においても、ポッド内部における酸素等酸化性の気体の分圧を所定の低いレ
ベルに抑制することを可能とする、密閉容器たるポッドの蓋開閉システムに用いられるパ
ージパイプユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明に係る蓋開閉システムは、被収容物を内部に収容可
能であってその一つの面に開口を有する略箱状の本体と、本体から分離可能であって開口
を塞いで本体と共に密閉空間を形成する蓋と、を備える収容容器から蓋を取り外すことに
よって開口を開放して被収容物の挿脱を可能とする、蓋の開閉システムであって、収容容
器が載置される載置台と、載置台に隣接して開口と正対する略矩形状の開口部と、蓋を保
持可能であると共に開口部を閉止可能であり、蓋を保持して開口部を開放することにより
開口と開口部とを連通させるドアと、を有する該蓋開閉システムに供せされるパージ用パ
イプユニットであって、開口部において載置台が配置される側と反対側において、略矩形
状の開口部の一辺である第１の辺の外側に配置されて該第１の辺の対辺である第２の辺に
向かって不活性ガスを略線状に放出可能なカーテンノズルと、カーテンノズルの少なくと
も一部を覆いカーテンノズルのノズル開口部の周囲のガスがカーテンノズルから放出され
る不活性ガス流に巻き込まれることを防止するカバーと、を有することを特徴としている
。
【００１２】
　なお、上述したカバーは、不活性ガスを放出するカーテンノズルのノズル開口の周囲空
間を規定し且つカーテンノズルによる不活性化ガスの放出方向に開口するノズルカバーで
あることが好ましい。また、上述したカバーは、略矩形上の開口部の上記第１の辺及び第
２のとは異なる辺各々の外側に配置されて、開口部に関し載置台が配置される側と反対側
において、カーテンノズルから放出されるガス流の領域空間を画成する一対の板状体を更
に有することが好ましい。また、上述したパージ用パイプユニットにおいては、カーテン
ノズルよりも収容容器内部側に配置されてカーテンノズルから放出される不活性ガス流に
向かうガス流成分を有すること無く収容容器内部に向かう方向に不活性ガスを噴出するこ
とが可能な不活性ガス供給ノズルを更に有することが好ましい。更に、上述したパージ用
パイプユニットにおいては、該略矩形状の開口部の上記第１及び第２の辺とは異なる辺各
々に平行に配置され前記収容容器内部に向かう方向に、不活性ガスを噴出可能なノズル開
口が設けられている一対の管状ノズルから構成される不活性ガス供給ノズルを更に有する
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ガスカーテン自体を構成する不活性ガス流内の不活性ガス濃度を高濃
度に維持することを可能とする。例えば、カーテンノズルから気体を噴出させた場合、当
該気体はカーテンノズルの開口近傍に存在する他の気体を巻き込み、混合気となって気体
流を形成することが知られている。即ち、ガスカーテン形成時に当該ガスがノズル周囲に
存在する気体を巻き込むことにより、ガスカーテンを構成する不活性ガスの濃度が低下し
、該ガスカーテンから酸化性気体がポッド内部に供給される恐れがある。本発明によれば
、ノズル開口部をノズルカバーにて覆い、ノズル開口部近傍に存在する気体をも高濃度の
不活性ガスとしている。従って、これら不活性ガスを巻き込んでもガスカーテン内に酸化
性気体を巻き込むことが無くなり、ポッド内部に対する酸化性気体の侵入を効果的に抑制
することが可能となる。
【００１４】
　また、本発明によれば、ポッド開口部に隣接し且つ該開口を閉鎖する位置に不活性ガス
流によるガスカーテンが形成され、且つポッド内部に対して不活性ガスの供給が為される
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ように構成することができる。また、ポッド内部に対する不活性ガスの供給は、該ガスカ
ーテンに影響を与えないように、所定の方向性を付与して行われる。即ち、ガスカーテン
によってポッド外部からポッド内部への気体の侵入を抑制すると同時に、ポッド内部に不
活性ガスを供給することでポッド内部の不活性ガスの濃度を一定に維持することとしてい
る。これら効果を組み合わせることにより、ポッドが開口された状態であっても、ポッド
内部の酸化性気体の分圧は常に所定の低圧力に維持される。また、これら効果を組み合わ
せることにより、単にポッド内部に不活性ガスを供給することによって該ポッド内部への
酸化性気体の侵入を防止する多大な不活性ガスを必要とする場合と比較して、極僅かな量
の不活性ガスによって同等以上の酸化性気体の低分圧維持効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下に図面を参照し、本発明の実施形態に付いて説明する。図１は、本発明の第一の実
施形態に係る蓋開閉装置（FIMS、以下ロードポートと称する。）の要部についての概略構
成を示すものであり、ポッド及び該ポッドの蓋を開放した状態でこれを保持するロードポ
ートの要部の断面を側面より見た状態を示す図である。なお、ポッドには、ウエハを支持
する棚、蓋とポッドとの間に配置されるシール部材等、各種構成が本来含まれ、また、ド
ア及びポッドを支持する台にも種々の構成が付随している。しかし、これら構成は本発明
と直接の関係を有さないため、ここでの詳細な図示および説明は省略する。なお、後述す
るウエハ１は本発明における被収容物に、ポッド２は収容容器に、本体部２ａは基本的な
形状が箱体であることから略箱上の形状を有するとして定義される本体に、また、ポッド
２の開口２ｂは基本形状が矩形であることから略矩形状として定義される開口に対応する
。また、収容容器が載置される載置台は、後述する台５３が対応する。
【００１６】
　図１Ａにおいて、ポッド２における本体部２ａの内部には、被処理物たるウエハ１を内
部に収めるための空間が形成されている。本体部２ａは、水平方向の囲いを画成している
面の１つの面に開口部を有し、全体として箱状の形状を有する。また、ポッド２は、本体
部２ａの開口部２ｂを密閉するための蓋４を備えている。本体部２ａの内部に水平に保持
されたウエハ１を鉛直方向に重ねる為の複数の段を有する棚（不図示）が配置されており
、ここに載置されるウエハ１各々はその間隔を一定としてポッド２内部に収容される。ポ
ッド２は、開口側が、後述するロードポートの搬送室におけるロードポート部側に設けら
れたロードポート開口部１０と対向し繋がっている。蓋４は、通常開口部１０を閉止して
いるポートドア６に保持され、不図示の駆動機構により移動し、ポッド２の開口部が搬送
室５２（空間として図示）との連通状態を得ている。
【００１７】
　図１Ｂは、図１Ａにおける矢印１Ｂ方向からロードポート開口部１０を見た状態の概略
構成を示している。また、図１Ａにおいて点線１Ｃで囲んだ部分を図１Ｃに拡大して示し
ている。搬送室５２の内壁であってロードポート開口部１０の上方には、カーテンノズル
１２が取り付けられている。カーテンノズル１２は、ノズル本体１２ａ、第一のノズル開
口１２ｂ及び第二のノズル開口１２ｃを有している。ノズル本体１２ａは、図１Ｂに示す
ように、一方向（図１Ａ及び図１Ｃにおける紙面に垂直は方向）に延在する、ロードポー
ト開口部１０の開口幅よりも大きな長さを有する略中空上のパイプ状部材からなる。また
、ノズル本体１２ａの中空内部には、外部領域から当該内部に不活性ガス等を導入するた
めの、略パイプ状のガス導入経路１３が接続されている。ガス導入経路１３の一端は図に
示すようにノズル本体１２ａと接続されており、他端は不図示の不活性ガス導入系と接続
されている。不活性ガス導入系は、所定圧力のガス供給源より、所定流量の不活性ガスを
当該ガス導入系１３に供給可能となっている。
【００１８】
　ノズル本体部１２ａの下側領域には、ポッド開口部２ｂの開口面と平行な方向に不活性
ガス流を形成するための第一のノズル開口１２ｂが形成されている。第一のノズル開口１
２ｂはノズル本体部１２ａの延在方向に延びるスリット状の開口であり、ロードポート開
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口部１０の開口幅よりも大きな長さを有する。従って、図１Ｂに示すように、該第一のノ
ズル開口１２ｂから噴出される不活性ガス流は、ロードポート開口部１０ａの開口全域を
覆うようなガスカーテン１４を形成する。不図示のガス供給系からガス導入経路１３を介
してノズル本体部１２ａに供給される不活性ガスは、ロードポート開口部１０を十分に閉
鎖可能なガスカーテン１４を形成するに充分な圧力と量となるように調整されている。
【００１９】
　ノズル本体部１２ａには更に第二のノズル開口１２ｃが形成されている。第二のノズル
開口１２ｃは、ノズル本体部の下側領域内であって、開口方向がロードポート開口部１０
及びポッドの開口部２ｂを介してポッド内部に向かうような角度でノズル本体部１２ａに
形成されている。即ち、第二のノズル開口１２ｃは、開口方向が、ポッド２の内部に収容
されるウエハ１におけるポッド開口側の端部に不活性ガス流が指向されるように、その開
口方向が形成されている。即ち、第二のノズル開口１２ｃから放出される不活性ガス流は
、ポッド２の内部空間にむけて噴出されることとなる。従って、ポッド開口部２ｂはガス
カーテン１４によって空間的に略閉鎖状態とされているため、ポッド２の内部には、ポッ
ド空間外部に対して該空間内部を不活性ガスによって陽圧となる状態が形成される。
【００２０】
　以上の第一のノズル開口１２ｂ及び第二のノズル開口１２ｃの相乗効果、即ち、ガスカ
ーテン１４によるポッド内部への外部気体の侵入の防止及びポッド内部陽圧化による外部
気体の進入抑制効果の相乗によって、ポッド内部への酸化性気体の侵入を効果的に抑制す
ることが可能となる。なお、本実施の形態においては、各々のノズル開口はスリット状と
して形成することとしているが、点状の開口を所定直線上に所定間隔で併設することとし
ても良い。また、本実施の形態においては、第一のノズル開口１２ｂ及び第二のノズル開
口１２ｃを単一のノズル本体部１２ａに形成することとしている。しかし、供給すべき不
活性ガスの圧力、流量を考慮して、各々独立分離された本体部に形成することとしても良
い。また、この場合、ポッド内部に不活性ガスを供給するためのノズル本体にポッド内部
に向かい且つ異なった向きに形成された複数のノズル開口を設けることとしても良い。或
いは、当該ノズル本体を、延在方向を軸として回転可能として、ノズル開口から向かうこ
とが可能なポッド開口全域に対して不活性ガスを供給可能としても良い。
【００２１】
　なお、本実施形態においては、ポッド内部に対して不活性ガスを指向するに際して、以
下の点に留意すべきである。具体的には、不活性ガスの指向方向に関して、ガスカーテン
１４を形成する不活性ガスの噴出し方向と対向する成分を有さないように、指向方向を設
定することが必須となる。従って、ガスカーテンは単なる気体の流れによって形成される
ものであり、これとは別の気体流が該ガスカーテンの流れの方向と対向する成分が存在す
る場合、ガスカーテンの形成を妨げ、気流の乱れを形成して外部気体のポッド内部への侵
入を可能ならしめ、また、助長する恐れがある。例えば、ポッドの下面からポッド内部に
対して所謂パージガスを供給する構成が知られている。当該構成に対して本実施形態に係
るガスカーテンをそのまま適用した場合、当該パージガスの噴出し方向にはガスカーテン
に対向する成分が存在する。従って、少なくともパージガスの噴出し方向からガスカーテ
ンに対向する成分を略取り除く必要がある。例えば、パージガスの吹き出し口をポッドの
開口部からポッド奥に離れた位置に配置することで、吹き出し口から噴出したガスは直上
のウエハに殆ど全てがぶつかり、殆どのガスの流れはウエハの延在面方向となる。当該配
置であれば、好適にガスカーテンを形成することが可能となる。
【００２２】
　本実施形態の変形例として、第二のノズル開口を別系統の不活性ガス供給系として配置
した場合を示す。図２は、図１Ｃと同様の視図であり、本実施形態に係るガス供給ノズル
を拡大して示すものである。FIMSシステムにおいては、ポッド内部のどの棚にウエハが存
在するかを判定する所謂マッピングセンサが配置されている。当該マッピングセンサは、
例えばウエハの延在面と平行に配置された一対の投光及び受光用のセンサからなる。実際
の検知操作においては、ウエハの存在領域を挟んでこれらセンサが移動し、ウエハによる



(7) JP 4666183 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

センサ光の遮蔽の有無によってウエハの存否を検出している。即ち、これら投光及び受光
用のセンサはポッド内部に導入され、ウエハの並置方向に駆動されている。従って、これ
らセンサに不活性ガス供給用のノズル１６を配置することによりポッド内部への不活性ガ
ス供給が可能となる。
【００２３】
　しかしながら、当該センサがウエハの存在領域に存在する状態でガスカーテン１４を形
成した場合、マッピングセンサ１５にガスカーテン１４が遮られることが考えられる。こ
の場合、ガスカーテン１４を形成する気流の乱れによって、本来ポッド内部に侵入させた
くない外部気体がポッド内部に巻き込まれる可能性も存在する。従って、当該構成におい
ては、ガスカーテン１４がマッピングセンサ１５とぶつかって気流の乱れが生じたとして
も影響の少ない位置、即ち、マッピングセンサ１５における各センサがポッドの最下端に
位置した状態にてガスカーテンの形成を成すことが好ましい。当該構成によれば、マッピ
ングセンサ１５から供給される不活性ガスがガスカーテン１４に与える影響は殆ど無く、
且つマッピングセンサの存在自体もガスカーテンに対する影響を極力低下させておくこと
が可能となる。従って、上述した、ガスカーテンによる空間遮蔽効果と不活性ガス供給に
よる外部気体の進入抑制効果とを好適に得ること可能となる。
【００２４】
　次に、本発明の更なる実施形態について説明する。なお本実施形態に関して、先に述べ
た実施形態における構成要素と同一の機能、作用効果を呈する構成要素については同一の
参照符号を用いて説明することとする。該実施形態を示す図８Ａは図１Ａと同様の視図に
て該実施形態に係る蓋開閉装置を示すものであり、図８Ｂは図８Ａ中において矢印８Ｂ方
向から該装置におけるロードポート開口部１０を見た状態の概略構成を示している。また
、図８Ｃは図８Ａ中において矢印８Ｃ方向から一枚のウエハ及び該ウエハが延在する平面
を見た状態を示している。本実施形態においても、ガスカーテン１４を形成するカーテン
ノズル１２と、ロードポート内部に向かう不活性ガス流を形成するノズルとを別体とする
、即ち第二のノズル開口を有する不活性ガス供給系をガスカーテンノズル１２とは別個に
配することとしている。本実施形態においては、該第二のノズル開口を有する構成として
一対のパージノズル２１を配している。
【００２５】
　パージノズル２１は一方向に延びる管状のパージノズル本体２１ａを有し不図示のパー
ジガス供給系と接続されている。該パージノズル本配２１ａは、ロードポート開口部１０
に関してポッド２が載置される載置台とは異なる側（反対側）に位置し、該開口部１０の
（左右の）両側辺の外側、即ち該開口部外側に隣接して該側辺と平行に延在するように一
対として配置される。パージノズル本体部２１ａには、ポッド２におけるウエハ１の収容
間隔と一致し且つ各々のウエハ１間の間と一致するようにパージノズル開口部２１ｂが複
数個その延在方向に等間隔で配置されている。また、パージノズル開口部２１ｂは、ウエ
ハ１の中心部に向かうようにも形成されている。
【００２６】
　本実施形態によれば、カーテンノズル１２用及びパージノズル２１用の２系統の不活性
ガスの供給系が必要となり、且つロードポート開口部１０の周囲に複数の管状部材を配置
するという設計上の変更が必要となる。しかし、本実施形態によれば、ガスカーテンの効
果を得ると同時に、各ウエハ１の表面に対して均等にパージガスを供給することが可能と
なるという効果、及び不活性ガスを供給する際に最も抵抗が少なく且つガス流を乱すこと
なくポッド２の内部全域に対して不活性ガスを供給することが可能となる。従って、蓋の
開閉によって大気が進入したポッド２の内部に対して、更なる大気の侵入をガスカーテン
にて抑制しつつ該ポッド内部の大気（酸素）の分圧を不活性パージガスによって迅速且つ
効果的に低減してゆくことが可能となる。
【００２７】
　なお、本実施形態においては、ポッド２内部において鉛直方向に並べて支持されるウエ
ハ１の配置方向と平行な方向、即ち、ロードポート開口部１０におけるカーテンノズル１
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２が配置される辺及びその対辺とは異なる２辺即ち側辺と平行に配置される管状の部材を
パージノズル２１として用いている。また、該パージノズル２１におけるノズル開口は該
管状部材の延在方向に所定間隔を空けて複数個設けられており、各々特定の方向に向けて
不活性ガスを噴出すこととしている。しかしながらノズル開口の配置は当該配置に限定さ
れず、側辺と平行等特定の方向に沿って略線状の形状を有する不活性ガス流を形成するこ
とが可能であれば、ノズル開口の配置、形状、更にはパージノズルの形状は本実施形態に
限定されない。
【００２８】
　次に、本発明の第二の実施形態に係る蓋開閉装置の主要部について、図１Ｃと同様の様
式にて、ガスカーテンノズルを示す図３を参照し、以下に説明する。なお、図１Ｃにおい
て図示した構成と略同様の機能、作用効果を呈する構成に関しては、同一の参照符号を用
いて以下の説明を行うこととする。また、本実施形態において、カーテンノズル１２につ
いては、第二のノズル開口１２ｃを有さない点以外は第一の実施形態において述べたカー
テンノズル１２と同様の構造を有することからここでの説明は省略する。本実施形態にお
いて、カーテンノズル１２は、本体部１２ａを覆うように形成されたノズルカバー１８に
よって覆われている。ノズルカバー１８は、カーテンノズル１２を収容可能な内部空間１
８ａを有し、且つカーテンノズル１２と略相似する形状を有する内部形状を構成する部材
からなる。
【００２９】
　ノズルカバー１８は、下側領域に設けられたカバー開口１８ｂを更に有する。また、カ
ーテンノズル１２はノズルカバー１８の内部空間１８ａの内部に配置され、第一のノズル
開口１２ｂとカバー開口１８ｂとはガスカーテン１４の形成方向において整列するように
配置される。その際、第一のノズル開口１２ｂがノズルカバー１８の内部空間１８ａに収
容されるように、ノズルカバー１８とカーテンノズル１２との位置関係が設定される。
【００３０】
　また、本実施の形態においては、ガス導入経路１３に対して、ノズルカバー１８の内部
空間１８ａと連通する連通開口１３ａを設けてある。当該連通開口１３ａを配することに
より、本実施形態においては、単一のガス導入系を介して、ノズルカバー１８内及びカー
テンノズル１２内に対して不活性ガスを導入することを可能としている。なお、内部空間
１８ａからの不活性ガスの放出は基本的には必要ではなく、第一のノズル開口１２ｂの開
口周囲を不活性ガスで満たすことができれば良い。従って、連通開口１３ａから内部空間
１８ａに流す不活性ガスの量は、当該ノズルカバー１８で覆われた空間を満たすだけの量
であれば良い。
【００３１】
　なお、本実施の形態においては、ロードポート開口部１０が形成された壁の内面を、ノ
ズルカバー１８を構成するための一部として用いており、ノズルカバー１８は上面部及び
上面部端面と接続された側面部の二面からなる部材として示されている。しかし、ノズル
カバー１８をカーテンノズル本体部１２ａと同様に略パイプ状の部材から構成することと
しても良い。また、カーテンノズル全体を覆う様式とするのではなく、第一のノズル開口
１２ｂの周囲空間のみを覆う様式としても良い。また、ノズルカバー内部空間１８ａに不
活性ガスを供給する経路に関しては、ガス導入経路１３とは異なる経路を別個に設け、こ
れを用いることとしても良い。従って、ノズルカバーについては、カーテンノズルにおけ
る開口部分の周囲空間を規定し包含する形状を有し且つガスカーテンを形成するためにカ
ーテンノズルの開口部分から噴出される不活性ガス流の流路に応じた領域が開放された形
状を有すれば、種々の形状、構成よりこれを構築することが可能である。
【００３２】
　本実施形態に係る蓋開閉装置によれば、ガスカーテン１４を形成するためのカーテンノ
ズル１２をノズルカバーにて覆い、第一のノズル開口１２ｂ近傍に存在する気体をも高濃
度の不活性ガスとしている。従って、これら不活性ガスを巻き込んでもガスカーテン１４
内に酸化性気体を巻き込むことが無くなり、ポッド内部に対する酸化性気体の侵入を効果
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的に抑制することが可能となる。
【００３３】
　　次に図４を参照し、本発明の第三の実施形態に付いて説明する。図４は、図１Ｃ或い
は図３と同様の視図にて、本発明の第三の実施形態に係る蓋開閉装置の主要部を示してい
る。本実施形態においては、第一の実施形態にて用いた第二のノズル開口１２ｃによるポ
ッド内部に対する不活性ガスの導入、及び第二の実施形態にて用いたノズルカバーによる
ガスカーテンに対する酸化性気体の混入の防止、の両効果を得ることを目的としている。
具体的には、図１Ｃ示したカーテンノズル１２に対して、図３に示したノズルカバー１８
を付加している。
【００３４】
　なお、具体的なカーテンノズル１２の構造及びノズルカバー１８の構造については、前
述した第一及び第二の実施形態において述べた構造と略同一であることから、個々の構成
に関するここでの詳述は省略することとする。本実施形態においては、第二のノズル開口
１２ｃの開口部周囲もノズルカバー１８によって不活性ガスに覆われることとなる。その
結果、ポッド内部に導入される不活性ガスに関しても、純度の維持が図られることとなる
。従って、前述した、ガスカーテンによる空間遮蔽効果と不活性ガス供給による外部気体
の進入抑制効果、及びガスカーテンに対する酸化性ガスの混入防止効果に加え、更にポッ
ド内部への導入気体の純度維持が図ることが可能となる。
【００３５】
　なお、以上に述べた本実施の形態においては、カーテンノズルがロードポート開口上部
に位置することとして述べている。しかし、本発明の実施形態は、当該配置に限定されな
い。ポッド開口及びロードポート開口部は、ウエハ等被収容物を効率的に移載する観点か
ら、通常、その角部に丸みを付けて構成した略矩形状を有している。カーテンノズルは、
当該矩形状の一辺に沿って、且つ矩形の外側に配置され、更に不活性ガスの噴出し方向が
当該一辺の対辺側に向けて放出されていれば、何れの辺に沿わせることとしても良い。ま
た、不活性ガスの流れは、噴出し方向と垂直な断面において凡そ連続しており、実質的に
カーテンを構成可能であれば即ち開口部を覆う略線状であれば、ノズル開口のスリット、
点、或いはこれらの組み合わせの何れであっても良い。また、不活性ガスは常にポッドの
内部に向かう方向（ポッドの中心、或いはポッドの開口形成面と対向する面に向かう方向
）に沿ってポッド内に導入されることが好ましい。従って、カーテンノズルが沿って配置
される辺に隣接し、且つカーテンノズルよりもポッド内部に近い位置に当該ガスの吹き出
し口を配置することが好ましい。
【００３６】
　ここで、前述した実施形態におけるノズルカバーは、ガスカーテンを形成する際に当該
ガス流れが周囲の大気を巻き込むことを防止する意図からカーテンノズル等の周囲に配さ
れることとしている。しかし、カバーの様式はノズルカバーに限定されず、例えばガスカ
ーテンにおけるガス流の拡散を防止するタイプのノズルカバーを配し、ガスカーテンによ
るポッド内部に向かう外気の流れを抑制することとしても良い。当該タイプのノズルカバ
ーを有した構成を本発明の更なる実施形態として以下に説明する。なお本実施形態に関し
て、先に述べた実施形態における構成要素と同一の機能、作用効果を呈する構成要素につ
いては同一の参照符号を用いて説明することとする。該実施形態を示す図９Ａ、図９Ｂ及
び図９Ｃは、前述した図８Ａ、図８Ｂ及び図８Ｃと同様の視図にて該実施形態に係る蓋開
閉装置を示すものである。また、前述した実施形態における各構成要素と同一の機能、作
用効果を呈する構成要素に関しては同一の参照符号を用いて図中に示すこととし、その詳
細な説明は省略する。
【００３７】
　本実施形態においては、図８Ａ等に示したカーテンノズル１２及びパージノズル２１に
加え、カバー２３がロードポート開口部１０の周囲に配置されている。該カバー２３は、
同一幅を有する３枚の板状体２３ａ、２３ｂ及び２３ｃから構成されている。各々の板状
体は、ロードポート開口部１０が形成されている壁において、載置台が配置されている側
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の壁面とは反対側の面から、該壁面に垂直であって且つロードポート開口部１０の両側辺
及び上辺と平行となるように突出している。側辺側板状体２３ａ、２３ｂ、及び上辺側板
状体２３ｃは、各々交差する端部において接続されており、ロードポート開口部１０の下
辺側に開くコの字形状を形成する。当該コの字はロードポート開口部１０の周囲に起立す
るように配置されており、カーテンノズル１２及びパージノズル２１は各々コの字形状に
おける内側部分に収容される。
【００３８】
　本実施形態によれば、上辺側板状体２３ｃによってカーテンノズル１２から供給される
不活性ガス流１４に対する酸化性気体の巻き込みが低減或いは防止される。即ち、上辺側
板状体２３ｃは、当該効果を得ることが主目的であり、上記第二の実施形態に示すノズル
カバーの形状からなっていても良い。従って、ガスカーテンに関しての当該効果を得る上
では、該カバーは、カーテンノズルの少なくとも一部を覆うようにして不活性ガスを放出
するカーテンノズルのノズル開口の開口領域の周囲空間を規定することにより、酸化性気
体がガスカーテン流に巻き込まれることを防止できる構成とされていればよい。不活性ガ
ス流１４は通常はカーテンノズル１２から離れるに従って拡散し、単位体積あたりのガス
濃度が下がってカーテンとしての効果が低減する。本実施形態においては側辺側板状体２
３ａ、２３ｂの存在によってこれら板状体が存在する方向への不活性ガスの拡散を防止し
、不活性ガス流により得られる効果を不活性ガス流のより下流側まで好適に維持すること
が可能となる。また、当該側辺側板状体の存在によって、パージノズル２１が不活性ガス
流を生成する際における該ガス流による酸化性気体の巻き込みの低減或いは防止も行うこ
とも可能となる。
【００３９】
　なお、本実施形態において、側辺側板状体２３ａ、２３ｂはロードポート開口部１０の
両側辺と各々平行となるように配置されている。しかし、ガス拡散を防止する観点から、
ロードポート開口部１０の下辺に近づくに従って板状体とロードポート開口部側辺との距
離が近づくように、ロードポート開口部側辺に対して平行ではなく傾けて配置するように
しても良い。これにより、下辺に近づくに従って側辺側板状体２３ａ、２３ｂの間を流れ
るガス流が開口部中心方向に集められることとなり、ガス流の一部が徐々に拡散で失われ
るとしても噴出直後と同じガスの流れを開口部下辺位置でも維持することができる。更に
は、該開口部形成面から離れるに従って側辺側板状体２３ａ、２３ｂの間の距離が各々接
近するように、板状体の突出方向を該形成面の垂線に対しても傾斜を持たせることとして
も良い。側辺側板状体２３ａ、２３ｂの突出方向を搬送室５２（図１参照）の方向おいて
互いに収束するような方向に傾斜させれば、拡散しようとするガス流を開口部が形成され
ている方向に戻すことができ、ガス流を開口部全域で均一な流れに維持することができる
。また、これら傾斜は板状体の全域に渡って設ける必要は無く、特定部分に設けることと
しても良い。この場合、特に不活性ガスの濃度の低下が懸念されるガスカーテンにおける
ガス流下流側、に設けることがより好ましい。
【００４０】
　また、本実施形態の更なる変形として、図１０Ｃに示すように、板状体の開口部が形成
された壁面との接合部とは異なる端部において該壁面と平行であって且つコの字の内側に
突き出す庇状の板状体を付加することとしても良い。当該形態を図９Ａ、９Ｂ及び９Ｃと
同様の様式にて図１０Ａ、１０Ｂ及び１０Ｃに示す。本実施形態においては、側辺側板状
体２３ａ、２３ｂの端部に各々板状体の庇２５ａ、２５ｂが固定されている。当該庇の存
在により、ガスカーテンにおける不活性ガスの拡散を更に好適に抑制し、ガス流を板状体
に囲まれた領域に留めて流すことが可能となる。なお、当該庇２５ａ、２５ｂの幅は、当
該庇がロードポート開口部１０の開口大きさを狭めないように設定されている。また、当
該庇は上述したロードポート開口部１０の側辺に対して傾けて設けて配置された側辺側板
状体２３ａ、２３ｂに対して固定することとしても良い。具体的には、ロードポート開口
部１０における所定位置よりガスカーテンの下流側において、側辺側板状体が各々接近す
るように傾斜を開始し、これら板状体の間が所謂絞り込まれる状態とすることがより好ま
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しい。また、上辺側板状体２３ｃに対しても庇を設けることとしても良い。流れに沿って
ガス流の一部が徐々に失われるとしても、これにより吹き出し直後と同じガスの流れを開
口部下辺位置でも維持することができる。
【実施例】
【００４１】
　次に、本発明を実施した実際の蓋開閉システムであるFIMSシステム、及び当該システム
を用いた半導体ウエハ処理装置について説明する。なお、本実施例においては、先に第一
の実施形態で述べたカーテンノズル１２を用いた場合について述べることとする。図５は
、所謂ミニエンバイロメント方式に対応した半導体ウエハ処理装置５０の概略構成を示す
図である。半導体ウエハ処理装置５０は、主にロードポート部（FIMSシステム、蓋開閉装
置）５１、搬送室５２、および処理室５９から構成されている。それぞれの接合部分は、
ロードポート側の仕切り５５ａおよびカバー５８ａと、処理室側の仕切り５５ｂおよびカ
バー５８ｂとにより区画されている。半導体ウエハ処理装置５０における搬送室５２では
塵を排出して高清浄度を保つ為、その上部に設けられたファン（不図示）により搬送室５
２の上方から下方に向かって空気流を発生させている。これで塵は常に下側に向かって排
出されることになる。
【００４２】
　ロードポート部５１上には、シリコンウエハ等（以下、単にウエハと呼ぶ）の保管用容
器たるポッド２が台５３上に据え付けられる。先にも述べたように、搬送室５２の内部は
ウエハ１を処理する為に高清浄度に保たれており、更にその内部にはロボットアーム５４
が設けられている。このロボットアーム５４によって、ウエハはポッド２内部と処理室５
９の内部との間を移送される。処理室５９には、通常ウエハ表面等に薄膜形成、薄膜加工
等の処理を施すための各種機構が内包されているが、これら構成は本発明と直接の関係を
有さないためにここでの説明は省略する。
【００４３】
　ポッド２は、被処理物たるウエハ１を内部に収めるための空間を有し、いずれか一面に
開口部を有する箱状の本体部２ａと、該開口部を密閉するための蓋４とを備えている。本
体部２ａの内部にはウエハ１を一方向に重ねる為の複数の段を有する棚が配置されており
、ここに載置されるウエハ１各々はその間隔を一定としてポッド２内部に収容される。な
お、ここで示した例においては、ウエハ１を重ねる方向は、鉛直方向となっている。搬送
室５２のロードポート部５１側には、開口部１０が設けられている。開口部１０は、ポッ
ド２が開口部１０に近接するようにロードポート部５１上で配置された際に、ポッド２の
開口部と対向する位置に配置されている。また、搬送室５２には内側における開口部１０
付近には、後述するオープナ３が設けられている。
【００４４】
　図６Ａおよび６Ｂは、従来の装置におけるオープナ３部分を拡大した側断面図および搬
送室５２側からオープナ３見た正面図をそれぞれ示している。図７は、オープナ３を用い
てポッド２から蓋４を取り外した状態についてその側断面概略を示している。オ－プナ３
は、ドア６とドアアーム４２とを備えている。ドア６には固定部材４６が取り付けられて
おり、ドア６は、当該固定部材４６を介してドアアーム４２の一端に対して回動可能に連
結されている。ドアアーム４２の他端は、エアー駆動式のシリンダ３１の一部であるロッ
ド３７の先端部に対して、枢軸４０を介して、当該枢軸４０に対して回転可能に支持され
ている。
【００４５】
　ドアアーム４２の該一端と該他端との間には、貫通穴が設けられている。当該穴と、オ
ープナ３を昇降させる可動部５６の支持部材６０に固定される固定部材３９の穴とを不図
示のピンが貫通することにより、支点４１が構成されている。従って、シリンダ３１の駆
動によるロッド３７の伸縮に応じて、ドアアーム４２は支点４１を中心に回動可能となる
。ドアアーム４２の支点４１は、昇降が可能な可動部５６に設けられる支持部材６０に固
定されている。ドア６は保持ポート１１ａおよび１１ｂを有していて、ポッド２の蓋４を



(12) JP 4666183 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

真空吸着で保持できる。
【００４６】
　これら構成によってウエハ１の処理を行う際には、まず搬送室開口部１０に近接するよ
うに台５３上に配置して、ドア６により蓋４を保持する。なお、ドア６の表面には不図示
の係合機構が、また蓋４の表面には不図示の被係合機構が各々配置されており、蓋４及び
ドア６各々の表面同士が当接しあった状態においてこれら機構が作動することにより、ド
ア６による蓋４の保持が行われる。ここで、シリンダ３１のロッドを縮めるとドアアーム
４２が支点４１を中心に搬送室開口部１０から離れるように移動する。この動作によりド
ア６は蓋４とともに回動して蓋４をポッド２から取り外す。その状態が図７に示されてい
る。その後、可動部５６を下降させて蓋４を所定の待避位置まで搬送する。
【００４７】
　搬送室開口部１０の上部には本発明に係る、カーテンノズル１２が配置されている。ポ
ートドア６により蓋４の取り外し動作が行われた後に、該カーテンノズル１２によりガス
カーテン１４の形成及びポッド内部に対する不活性ガスの供給が同時に行われる。なお、
清浄ガスの供給に伴って搬送室５２等の内部圧力が大きく変動することがないように、ガ
ス供給の操作に対応して、搬送室の吸引排気等、各種の排気操作を同時に行うことが好ま
しい。
【００４８】
　また、本実施例においては、FOUP及びFIMSを対象として述べているが、本発明の適用例
はこれらに限定されない。内部に複数の被保持物を収容するフロントオープンタイプの容
器と、当該容器の蓋を開閉して該容器より被保持物の挿脱を行う系であれば、本発明に係
る蓋開閉装置を適用し、容器内部の酸化性雰囲気の分圧を低圧に維持することが可能であ
る。また、容器内部を満たすガスとして、不活性ガスではなく所望の特性を有する特定の
ガスと用いる場合に、本発明に係る蓋開閉システムを用いて、当該容器内部の該特定のガ
スの分圧を高度に維持することも可能である。
【００４９】
　本発明によれば、ガスカーテンによる空間遮蔽効果と不活性ガス供給による外部気体の
進入抑制効果を得る、或いはエアカーテンに対する酸化性ガスの混入防止効果を得、更に
はガスカーテンにポッド内部への導入気体の純度維持が図ることが可能となる。また、本
発明は、既存のFIMSシステムに対して給気パイプ等を付加するのみで実施可能であり、規
格化されたシステムに対して安価且つ簡便に取り付けることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１Ａ】本発明の第一の一実施の形態係る蓋開閉システム、即ちロードポート、ポッド
、ポッド用の蓋およびオープナの一部に関し、これらのポッド開口に垂直な切断面の概略
構成を示す図である。
【図１Ｂ】図１に示したロードポート開口部１０を矢印１Ｂ法からから見た状態を示す図
である。
【図１Ｃ】図１に示したカーテンノズル１２を及びその周辺の構成について領域１Ｃに囲
まれる領域を拡大して示す図である。
【図２】第一の実施形態に係る蓋開閉システムの変形例を示す図である。
【図３】本発明の第二の実施形態に係る蓋開閉システムにおいて主要部を拡大して示す図
である。
【図４】本発明の第三の実施の形態係る蓋開閉システムにおいて主要部を拡大して示す図
である。
【図５】本発明が適用される一般的な半導体ウエハ処理装置の概略構成を示す全体側面図
である。
【図６Ａ】図５に示す装置にける従来のオープナおよびその近傍の構成を拡大し、これを
側面から見た状態の概略構成を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ａに示す構成を、搬送室側から見た場合の概略構成を示す図である。
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【図７】ウエハのパージ操作を示した、オープナ等を側面から見た状態の概略構成を示す
図であって、パージ準備が完了した際の状態を示した図である。
【図８Ａ】本発明の更なる実施の形態係る蓋開閉システム、即ちロードポート、ポッド、
ポッド用の蓋およびオープナの一部に関し、これらのポッド開口に垂直な切断面の概略構
成を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ａに示したロードポート開口部１０を矢印８Ｂ法からから見た状態を示す
図である。
【図８Ｃ】図８Ａに示したポッド２、ロードポート開口部１０及びその周辺構成を矢印８
Ｃから見た状態を示す図である。
【図９Ａ】本発明の更なる実施の形態係る蓋開閉システム、即ちロードポート、ポッド、
ポッド用の蓋およびオープナの一部に関し、これらのポッド開口に垂直な切断面の概略構
成を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ａに示したロードポート開口部１０を矢印９Ｂ法からから見た状態を示す
図である。
【図９Ｃ】図９Ａに示したポッド２、ロードポート開口部１０及びその周辺構成を矢印９
Ｃから見た状態を示す図である。
【図１０Ａ】本発明の更なる実施の形態係る蓋開閉システム、即ちロードポート、ポッド
、ポッド用の蓋およびオープナの一部に関し、これらのポッド開口に垂直な切断面の概略
構成を示す図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａに示したロードポート開口部１０を矢印１０Ｂ法からから見た状態
を示す図である。
【図１０Ｃ】図１０Ａに示したポッド２、ロードポート開口部１０及びその周辺構成を矢
印１０Ｃから見た状態を示す図である。
【符号の説明】
【００５１】
１：ウエハ、　２：ポッド、　３：オープナ、　４：蓋、　６：ドア、　１０：　ロード
ポート開口部、　１２：ガスカーテンノズル、　１３：ガス導入経路、　１４：ガスカー
テン、　１５：マッピングセンサ、　１６：不活性ガス供給用ノズル、　１８：ノズルカ
バー、　２１：パージノズル、　２３：カバー、　２５：庇、　３１：エアー駆動式シリ
ンダ、　３７：ロッド、　３９：固定部材、　４０：枢軸、　４１：支点、　４６：固定
部材、　５０：　半導体処理装置、　５１：　ロードポート、　５２：　搬送室、　５３
：台、　５４：ロボットアーム、　５６：可動部
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【図１Ｃ】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図８Ｃ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図９Ｃ】
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【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】
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